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厚⽣労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課

障害者⽀援施設における設備基準等の⾒直しについ
て（管理番号２７２）1
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提案内容及び⼀次回答

1

特別養護⽼⼈ホームの施設・設備等を有効活⽤して、障害者⽀援施設を併設できるよう、厚⽣労
働省令で規定する利⽤者１⼈あたりの床⾯積、サービス管理責任者の配置及び⼊所定員の基準の参
酌基準化を求める。

提案内容

⼀次回答
ご指摘の障害者⽀援施設における⼈員、設備及び運営に関する基準については、障害者⽀援施設

としての安定性・継続性を確保するとともに、サービスの質を担保し、効率的な提供が可能となる
よう定めたものであり、都道府県等が条例によって事業所の指定基準を定める際に利⽤者1⼈あた
りの⾯積及びサービス管理責任者の配置については「従うべき」基準、⼊所定員の基準については
「標準とすべき」基準としている。

このため、当該基準を「参酌すべき基準」とすることは適切ではないと考えているが、⼀⽅で、
中⼭間地域等においてサービス提供体制の維持・確保を図ることは重要であり、中⼭間地域等にお
ける⼈員、設備等の基準の在り⽅について、実態や関係者の意⾒等を踏まえながら、⼊所施設から
地域⽣活への移⾏を推進している中で、どのようなことができるか検討してまいりたい。
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現⾏制度について

2

現⾏制度

提案のあった「利⽤者１⼈あたりの床⾯積」等の基準については、「障害者の⽇常⽣活及び社会
⽣活を総合的に⽀援するための法律」（平成17年法律第123号。以下「障害者総合⽀援法」とい
う。）、「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく指定障害者⽀
援施設等の⼈員、設備及び運営に関する基準」（平成18年厚⽣労働省令第172号。以下「指定障
害者⽀援施設等基準」という。）及び「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するため
の法律に基づく障害者⽀援施設の設備及び運営に関する基準」（平成18年厚⽣労働省令第177号。
以下「障害者⽀援施設基準」という。）において、以下の通り定められている。

○利⽤者１⼈あたりの床⾯積・・・従うべき基準
（ 44条第３項第２号・第84条第２項第２号

 指定障害者⽀援施設等基準第１条第２号、障害者⽀援施設基準第１条第２号）

○サービス管理責任者の配置・・・従うべき基準
（ 44条第３項第１号・第84条第２項第１号

 指定障害者⽀援施設等基準第１条第１号、障害者⽀援施設基準第１条第１号）

○⼊所定員の基準・・・・・・・・標準の基準
（ 84条第２項第４号、障害者⽀援施設基準第１条第４号）
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障害者⽀援施設（⽇中活動の場と居住⽀援の場を⼀体的に指定）

障害者⽀援施設

○ 施設に⼊所する障害者につき、主として夜間において、⼊浴、排せつ及び⾷事等の介護、⽣活等に関する相談及び
助⾔その他の必要な⽇常⽣活上の⽀援（施設⼊所⽀援）を⾏うとともに、施設⼊所⽀援以外の施設障害福祉サービス
（⽣活介護、⾃⽴訓練、就労移⾏⽀援及び就労継続⽀援Ｂ型等）を実施する施設。

概要

① ⽣活介護利⽤者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② ⾃⽴訓練、就労移⾏⽀援⼜は就労継続⽀援Ｂ型の利⽤者のうち、⼊所させながら訓練等を実施することが必要かつ

効果的であると認められる者⼜は通所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設に⼊所していた者であって継続して⼊所している者⼜は、地域における障害福祉サービスの提供

体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、①⼜は②に該当しな
い者若しくは就労継続⽀援Ａ型を利⽤する者

対象者

※ 障害者⽀援施設が実施する⽇中活動サービスを居宅から通所して利⽤すること、施設⼊所⽀援の利⽤者が障害者⽀援施設以外が実施する⽇中活動サービスを利
⽤することも可能。

⽇中活動の場（昼間）

【介護給付】
・ ⽣活介護

【訓練等給付】
・ ⾃⽴訓練（機能訓練・⽣活訓練）
・ 就労移⾏⽀援
・ 就労継続⽀援Ｂ型
・ 就労継続⽀援Ａ型（経過措置）

居住⽀援の場（夜間）

【介護給付】
・ 施設⼊所⽀援
→ ⼊浴、排せつ等の介護や⽇常⽣活

上の相談⽀援等を実施

※居宅で⽣活する障害者が、その介護を⾏う者の疾病そ
の他の理由により、障害者⽀援施設での短期間の⼊所
を必要とする場合、短期⼊所としても利⽤可能（別途、
短期⼊所事業所の指定が必要）

居宅 ⽇中活動サービス

定）

通所
通所
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障障害者支援施設（生活介護・施設入所支援を行う場合）における人員・設備・運営基準の概要

人
員
基
準

医師
利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必
要な数

看護職員 生活介護の単位ごとに、11人以上

理学療法士
又は

作業療法士

利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための
訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに当該訓練を行うために必必要な数

生活支援員 生活介護の単位ごとに、１１人以上（１人以上は常勤）

看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常
勤換算で①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに掲げる数
①平均障害支援区分が４未満 ： 利利用者数を６で除した数以上
②平均障害支援区分が４以上５未満 ： 利利用者数を５で除した数以上
③平均障害支援区分が５以上 ： 利利用者数を３で除した数以上

サービス管理責
任者

利用者６０名以下 ： １人以上
利用者６１名以上 ： １人に、利用者数が６０人を超えて４０又はその端数を増すご
とに１人を加えて得た数以上

※１人以上は常勤

設
備
基
準

訓練・作業室 訓練又は作業に支障のない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

居室

 居室の定員 ： ４人以下
 地階に設けず、利用者１人当たりの床面積について収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること
 寝台等、利用者の身の回り品を保管することができる設備及びブザー等の設備を備えること
 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下等に直接面して設けること

食堂 食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えること 洗面所・便所 居室のある階ごとに設けて、利用者の特性に応じたものであること

浴室 利用者の特性に応じたものとすること 廊下幅 1.5メートル以上（中廊下の幅は、1.8メートル以上）

人
員
基
準

生活支援員

利用者数60人以下 ： １人以上
利用者数61人以上 ： １人に、利用者が60人を超えて
40又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

サービス管
理責任者

当該施設等において、昼間実施サービスを行う場合に
配置されるサービス管理責任者が兼ねること

※施設長を障害者支援施設に１人配置（専従で配置。ただし、管理上支障がない場合は
他の業務等に従事可能。）

⽇中活動の場（昼間）※⽣活介護を⾏う場合 居住⽀援の場（夜間）※施設⼊所⽀援

〇 障害者⽀援施設は、⽇中活動の場と居住⽀援の場を⼀体的に指定しており、昼間実施サービスによって⼈員配置が異なる。

サービス管理責
任者

利用者６０名以下 ： １人以上上上以
利用者６１名以上 ： １人に、利用者数が６０人を超えて４０又はその端数を増すご
とに１人を加えて得た数以上

※１人以上は常勤

居室

 居室の定員 ： ４人以下
 地階に設けず、利用者１人当たりの床面積について収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること
 寝台等、利用者の身の回り品を保管することができる設備及びブザー等の設備を備えること
 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下等に直接面して設けること

サービス管
理責任者

当該施設等において、昼間実施サービスを行う場合に
配置されるサービス管理責任者が兼ねること

4

運
営
基
準

規模

障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用さ
せることができる規模を有するものでなければならない。
○生活介護 20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人以上)
○施設入所支援 30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、10人以上) 4

規模

障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用さ
せることができる規模を有するものでなければならない。
○生活介護 20人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、援 10人以上)
○施設入所支援 30人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、援 10人以上)

：従うべき基準

：標準の基準
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（参考）参照条⽂①

障害者総合⽀援法（抄）

（指定障害者支援施設等の基準）
第四十四条 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者
を有しなければならない。

２ （略）
３ 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、
その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一 施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害者支援施設等に係る居室の床面積
三 指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに
秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

４ （略）

（施設の基準）
第八十四条 都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
２ 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従
い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項につい
ては主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一 障害者支援施設に配置する従業者及びその員数
二 障害者支援施設に係る居室の床面積
三 障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するも
のとして主務省令で定めるもの

四 障害者支援施設に係る利用定員
３ （略）
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（参考）参照条⽂②

指定障害者⽀援施設等基準（抄）
（趣旨）
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。）第四十四条第三項の主務

省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第四十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二
条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）にあっては、
指定都市又は中核市。以下この条、第二十九条及び第三十三条において同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条、第五条、第五条
の二第二項、第二十六条第六項、第二十七条第三項及び第四十条第一項の規定による基準

二 法第四十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項（居
室に係る部分に限る。）及び第二項第二号ハの規定による基準

三・四 （略）

(従業者の員数)
第四条 指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一 生活介護を行う場合
イ 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(１)～(２) （略）
(３) サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)

(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ロ～ニ （略）
ホ イ（３）のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

二～六 （略）
２・３ （略）

(設備)
第六条 指定障害者支援施設等は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければなら

ない。
２ 指定障害者支援施設等の設備の基準は、次のとおりとする。
一 （略）
二 居室
イ～ロ （略）
ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること
ニ～ト （略）

三～八 （略）
6
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（参考）参照条⽂③

障害者⽀援施設基準（抄）
(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第二項の主
務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二
条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四条第三項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下
この条及び第四条第三項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たっ
て従うべき基準 第五条、第十一条(第一項第二号ロ及び第七号ロを除く。)、第十二条、第十二条の二第三項、第二十一条第六項及び第二十二
条第三項の規定による基準

二 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第一項
(居室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ハの規定による基準

三 （略）
四 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九条、
第十一条第一項第二号ロ及び第七号ロ並びに第十二条の二第二項の規定による基準

五 （略）

（規模）
第九条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を

利用させることができる規模を有するものでなければならない。
一 生活介護、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。

以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規
定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、就労移行支援及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。
以下同じ。) 二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(次条第三項に規定する認定障害者支援施設を除く。
次項において同じ。)にあっては、十人以上)

二 施設入所支援 三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)
２ （略）
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（参考）参照条⽂④

障害者⽀援施設基準（抄）
（設備の基準）

第十条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただ
し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がな
いときは、その一部を設けないことができる。

２ 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 一 （略）
 二 居室
 イ～ロ （略）
 ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。 
 ニ～ト （略） 

 三～八 （略）
３・４ （略）

（職員の配置の基準）
第十一条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

一 施設長 一
二 生活介護を行う場合

イ 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(１)～(２) （略）
(３) サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。) (一)又は(二)に

掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ロ～ニ （略）
ホ イ（３）のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

三～七 （略）
２～４ （略）
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「 2 0 4 0 年 に 向け た サ ー ビ ス 提供 体 制 等 の あり ⽅ 」 検 討 会

【主な課題と論点】
・⼈⼝減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や⽀援体制

・介護⼈材確保と職場環境改善・⽣産性向上、経営⽀援
・地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア 等

【スケジュール】
・第１回は1⽉9⽇に開催。その後ヒアリングを⾏いつつ議論し、第５回（4⽉10⽇）に中間とりまとめ（⾼齢者関係）
・中間とりまとめ以降、他の福祉サービスも含めた共通の課題について検討し、夏を⽬途にとりまとめ

※⾃治体等で先⾏的な取組を進め、その状況報告を随時していただき、議論の参考に資するようにする

地域の状況 検討の⽅向性
① 中⼭間・⼈⼝減少地域 既にサービス需要減の地域あり 需要減に応じた計画的なサービス基盤確保
② 都市部 サービス需要急増（2040以降も増加） 需要急増に備えた新たな形態のサービス
③ ①②以外の地域（⼀般市等） 当⾯サービス需要増→減少に転じる 現⾏の提供体制を前提に需要増減に応じたサービス基盤確保

・2040年に向けて、⼈⼝減少のスピードが地域によって異なる中、予防・健康づくり、⼈材確保・定着、
デジタル活⽤等を通じて、地域包括ケアを維持した上で、地域別のサービス提供モデルや⽀援体制を構築
する必要がある。また、地域の状況によっては、事業者間の連携等を通じ、⼈材確保を図りながら
将来の状況をみこした経営を⾏うことにより、サービス提供を維持していく必要がある。

・上記を踏まえ、2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅について検討を⾏うため、本検討会を開催。
具体的な議論の進め⽅としては、まずは⾼齢者に係る施策を検討した上で、その検討結果を踏まえ、
他の福祉サービスも含めた共通の課題についても検討を⾏う（※）。

※⽼健局⻑が参集する検討会。事務局は⽼健局（社会・援護局、障害保健福祉部、こども家庭庁が協⼒）。

【構成員（令和７年５⽉30⽇現在 ）】（◎は座⻑、○は座⻑代理、下線は第６回から参画） （敬称略、五⼗⾳順）
池端 幸彦（医療法⼈池慶会池端病院理事）、江澤 和彦（医療法⼈和⾹会理事⻑） 、⼤屋 雄裕（慶應義塾⼤学法学部教授）、
⼤⼭ 知⼦（社会福祉法⼈蓬愛会理事⻑）、笠⽊ 映⾥（東京⼤学⼤学院法学政治学研究科教授）、⾹取 幹（㈱やさしい⼿代表取締役社⻑）、
⻫藤 正⾏（㈱⽇本介護ベンチャーコンサルティンググループ代表取締役（令和７年３⽉９⽇まで））、鈴⽊ 俊⽂（静岡県⽴⼤学短期⼤学部教授）、
曽根 直樹（⽇本社会事業⼤学社会事業研究所客員教授）、⾕村 誠（社会福祉法⼈みかり会理事⻑）、津下 ⼀代（⼥⼦栄養⼤学教授）、
中川 亮（⽇本福祉コンサルティンググループ株式会社代表取締役）、中村 厚（⽇本クレアス税理⼠法⼈富⼭本部⻑）、 ◎ 野⼝ 晴⼦（早稲⽥⼤学政治経済学術院教授）、
東 憲太郎（医療法⼈緑の⾵介護⽼⼈保健施設いこいの森理事⻑）、藤原 都志⼦（前公益社団法⼈徳島県看護協会 看護⼩規模多機能型居宅介護あい管理者）、
松⽥ 晋哉 （福岡国際医療福祉⼤学看護学部教授）、○松原 由美（早稲⽥⼤学⼈間科学学術院教授）、吉⽥ 正幸（保育システム研究所代表取締役） 9

経済・財政⼀体改⾰推進委員会
社会保障ワーキング・グループ（第54回）
（令和７年４⽉28⽇）資料２より⼀部修正
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり⽅」検討会 中間とりまとめ（概要）

○ ⼈⼝減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者
や認知症⾼齢者、独居⾼齢者等の増加

○ サービス需要の地域差。⾃⽴⽀援のもと、地域の実
情に応じた効果的・効率的なサービス提供

○ 介護⼈材が安⼼して働き続け、利⽤者等とともに地
域で活躍できる地域共⽣社会を構築

2 0 4 0 年 に 向 け た 課 題
① 「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保
③ 介護⼈材確保と職場環境改善・⽣産性向上、経営⽀援
④ 地域の共通課題と地⽅創⽣

※ 介護は、特に地⽅において地域の雇⽤や所得を⽀える重要なイン
フラ。⼈⼿不⾜、移動、⽣産性向上など他分野との共通課題の解決
に向け、関係者が連携して地域共⽣社会を構築し、地⽅創⽣を実現

基 本 的 な 考 え ⽅

【中⼭間・⼈⼝減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応

  ・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討
配置基準等の弾⼒化、包括的な評価の仕組み、
訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、
市町村事業によるサービス提供 等

 ・地域の介護を⽀える法⼈への⽀援
 ・社会福祉連携推進法⼈の活⽤促進

【⼤都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備

・重度の要介護者や独居⾼齢者等に、ICT技術等を⽤いた24時間対
応・包括的在宅サービスの検討

【⼀般市等】サービスを過不⾜なく提供
・既存の介護資源等を有効活⽤し、サービスを過不⾜なく確保。

将来の需要減少に備えた準備と対応

⽅ 向 性
※サービス需要変化の地域差に応じて３分類

（２）⼈材確保・⽣産性向上・経営⽀援 等
・ 地域における⼈材確保のプラットフォーム機能の充実等
・ テクノロジー導⼊・タスクシフト/シェアによる⽣産性向上

※ 2040年に先駆けた対応。事業者への伴⾛⽀援や在宅技術開発
・ 都道府県単位で、雇⽤管理・⽣産性向上など経営⽀援の体制の構築

・ ⼤規模化によるメリットを⽰しつつ、介護事業者の協働化・連携
（間接業務効率化）の推進

（３）地域包括ケアシステム、医療介護連携 等
・ 地域の医療・介護状況の⾒える化・状況分析と2040年に向けた介  

護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）
・ 介護予防⽀援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ

※ 地リハ、介護予防、⼀体的実施、「通いの場」、サービス・活動
C等の組み合わせ

・ 認知症⾼齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン
フォーマルな⽀援の推進

（１）サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等
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